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次のとおり条件付一般競争入札に付する。

令和 8年 2月 9日

岩手県立宮古病院長 佐藤 一

１ 入札に付する事項

(1) 件名

自動販売機設置に係る県有財産の貸付け

(2) 貸付場所及び面積

別紙「貸付物件一覧表」のとおりとする。

(3) 貸付期間

令和 8年４月１日から令和 9年３月 31日までとする。ただし、岩手県又は落札者が契約の解

除を申し出ないときは自動的に１年間延長されるものとし、最長令和 11 年３月 31 日まで同様と

する。

(4) 入札方法

(1) の件名の年額により物件ごとに入札に付する。

なお、種別が建物である物件の落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の

100 分の 10 相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する

金額を入札書に記載するものとする。

(5) 落札者の決定方法

県があらかじめ公表した最低貸付価格以上の金額で入札した者のうち、最高の金額をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

２ 入札参加者資格

次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り参加することができる。

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条の４第１項の規

定に該当しない者であること。

(2) 次の各号のいずれにも該当しない者又はいずれかに該当した者であって、その事実があった後

２年を経過した者であること。

ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に

関して不正の行為をした者

イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合した者

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

エ 地方自治法第 234 条の２第１項（契約の履行の確保）の規定による監督又は検査の実施に当

たり職員の職務の執行を妨げた者



2

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

カ 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の締結又は契約の

履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは

更生手続開始の申立てがされている者（同法第 41 条第１項に規定する更生手続開始の決定を受

けた者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをし

ている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者（同法第 33 条第１項に規定する再生

手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。

(4) 岩手県暴力団排除条例（平成 23 年岩手県条例第 35 号）第２条第２号に規定する暴力団、同条

第３号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(5) 法人にあっては岩手県内に本店を有すること。個人にあっては岩手県内に住所を有し、かつ、

岩手県内で事業を営んでいること。

(6) 自動販売機の設置業務において、自ら管理、運営する２年以上の実績を有していること。

(7) 岩手県税を滞納していないこと。

(8) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、その許認可等を受けていること。

(9) 下記６により、あらかじめ入札の参加申込をした者であること。

３ 入札説明書の交付場所等

(1) 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

〒027-0096 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第 1地割 11 番地 26

岩手県立宮古病院 総務課管財係

電話 019-362-4011

また、岩手県立宮古病院ホームページから入札説明書をダウンロードすることができる。

(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法

令和 8年 2月 9日から令和 8年 2月 27 日までの岩手県の休日に関する条例（平成元年岩手県

条例第１号）に規定する県の休日（以下「休日」という。）を除く毎日午前９時から午後５時ま

で(1)の場所で交付する。

４ 現地説明会

別紙貸付物件一覧に記載の日時に、現地において実施することから、参加を希望する場合は３（1）

に示した入札説明書の交付場所及び問い合わせ先まで連絡すること。

なお、現地説明会への参加希望者がない場合は実施しない。

５ 質問書及び回答

(1) 受付期間

令和 8年 2月 9日から令和 8年 2月 27 日までの休日を除く毎日午前９時から午後５時まで受

け付ける。

(2) 提出方法

上記３(1)に示した入札説明書の交付場所及び問い合わせ先に質問書（入札説明書により別途

定める様式）を郵送又は持参すること。

(3) 質問者への回答

質問者に対し、電子メール等により個別に回答する。
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６ 入札参加申込

入札に参加を希望する者は、入札説明書により別途定める必要書類を添付した条件付一般競争入

札参加申込書を提出し、入札参加資格を有することを証明しなければならない。

(1) 提出場所

上記３(1)に示した入札説明書の交付場所及び問い合わせ先に同じ。

(2) 提出期限

令和 8年 2月 27 日

(3) 提出方法

上記の期日の午後５時 00 分までに、必要な書類を提出場所に郵送又は持参すること。

７ 入札の日時及び場所等

(1) 入札の日時及び場所

別紙「貸付物件一覧表」のとおりとする。

(2) その他

郵便による入札は認めない。

８ 入札保証金

入札に参加しようとする者は、物件ごとに入札日当日（入札執行前）に入札しようとする金額の

100 分の３以上の額を納めるものとする。ただし、次のいずれかに該当する者は入札保証金の一部

又は全部を免除する。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険人する入札保証保険契約

を締結したとき。

(2)岩手県の自動販売機設置に係る県有財産の貸付け一般競争入札参加資格者名簿へ登載されてお

り、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

９ 入札の無効

上記２に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他入札説明書により別途定める条件に違反した入札は、無効とする。

１０ 契約書の作成の要否

要

１１ その他

詳細は入札説明書による。


